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特
別
記
事

小
田
勇
樹
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　

小
田
勇
樹
君
が
提
出
し
た
博
士
号
学
位
請
求
論
文
「
公
務
員
の
知

識
・
技
能
と
組
織
の
業
績
―
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
中
途

採
用
の
運
用
実
態
―
」
の
構
成
お
よ
び
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

本
論
文
の
構
成

　

第
1
章　

研
究
対
象
と
論
文
の
構
成

　
　

第
1
節　

本
論
文
の
対
象

　
　

第
2
節　

先
行
研
究
に
対
す
る
本
論
文
の
位
置
づ
け

　
　

第
3
節　

本
論
文
の
構
成

　

第
2
章　

先
行
研
究
と
本
論
文
の
課
題

　
　

第
1
節　

本
章
の
概
要

　
　

第
2
節　

Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
流
行
と
行
政
改
革
研
究
の
動
向

　
　

第
3
節　

公
務
員
制
度
の
モ
デ
ル
の
変
遷

　
　

第
4
節　

�

モ
デ
ル
の
説
明
力
低
下
が
実
証
分
析
に
も
た
ら
す
影

響

　
　

第
5
節　

先
行
研
究
の
課
題
に
対
す
る
本
論
文
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

第
3
章　

ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
類
型

　
　

第
1
節　

本
章
の
概
要

　
　

第
2
節　

�

労
働
経
済
学
、
経
営
学
に
お
け
る
人
的
資
源
管
理
モ

デ
ル

　
　

第
3
節　

公
務
員
の
知
識
・
技
能

　
　

第
4
節　

ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
任
用
の
類
型

　
　

第
5
節　

ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
運
用
可
能
性

　

第
4
章　

韓
国
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム

　
　

第
1
節　

本
章
の
概
要

　
　

第
2
節　

改
革
以
前
の
韓
国
の
公
務
員
制
度

　
　

第
3
節　

開
放
型
職
位
制
度
の
概
要

　
　

第
4
節　

運
用
実
態
の
分
析

　
　

第
5
節　

開
放
型
職
位
制
度
と
組
織
の
業
績

　
　

第
6
節　

本
論
文
に
対
す
る
韓
国
の
事
例
分
析
か
ら
の
知
見

　

第
5
章　

イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム

　
　

第
1
節　

本
章
の
概
要

　
　

第
2
節　

イ
ギ
リ
ス
の
公
務
員
制
度
の
変
遷

　
　

第
3
節　

イ
ギ
リ
ス
の
公
務
員
制
度
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第
4
節　

運
用
実
態
の
分
析

　
　

第
5
節　

イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
と
組
織
の
業
績

　
　

第
6
節　

イ
ギ
リ
ス
と
韓
国
の
比
較

　

第
6
章　

民
間
部
門
か
ら
の
任
用
事
例

　
　

第
1
節　

本
章
の
概
要

　
　

第
2
節　

事
例
の
分
析
視
角

　
　

第
3
節　

民
間
部
門
出
身
者
の
事
例
分
析

　

第
7
章　

公
共
部
門
か
ら
の
任
用
事
例

　
　

第
1
節　

本
章
の
概
要

　
　

第
2
節　

公
共
部
門
出
身
者
の
事
例
分
析

　
　

第
3
節　

2
つ
の
事
例
分
析
か
ら
の
知
見

　

第
8
章　

政
策
形
成
の
職
位
と
組
織
の
業
績

　
　

第
1
節　

本
章
の
概
要

　
　

第
2
節　

先
行
研
究
に
お
け
る
計
量
分
析
の
課
題

　
　

第
3
節　

分
析
の
手
法

　
　

第
4
節　

作
業
仮
説

　
　

第
5
節　

分
析
結
果

　
　

第
6
節　

本
論
文
全
体
へ
の
示
唆

　

第
9
章　

政
策
実
施
の
職
位
と
組
織
の
業
績

　
　

第
1
節　

本
章
の
概
要

　
　

第
2
節　

分
析
の
手
法

　
　

第
3
節　

作
業
仮
説

　
　

第
4
節　

分
析
結
果

　
　

第
5
節　

本
論
文
全
体
へ
の
示
唆

　

第
10
章　

結
論

　
　

第
1
節　

本
章
の
概
要

　
　

第
2
節　

日
本
の
中
央
政
府
各
省
に
お
け
る
中
途
採
用
制
度

　
　

第
3
節　

韓
国
・
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
の
比
較

　
　

第
4
節　

本
論
文
の
結
論

　
　

第
5
節　

本
論
文
の
学
術
的
貢
献

　
　

第
6
節　

本
論
文
の
限
界
と
今
後
の
課
題

　

第
11
章　

補
論

　

初
出
一
覧

　

参
考
文
献
一
覧

本
論
文
の
概
要

　

本
論
文
の
目
的
は
、
公
務
員
の
中
途
採
用
が
も
た
ら
す
新
た
な
知

識
・
技
能
が
、
組
織
の
業
績
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
公
務
員
制
度
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
念
型
に
近
い
伝
統
的
な
官
僚

制
は
、
政
府
部
門
特
有
の
職
務
に
求
め
ら
れ
る
知
識
・
技
能
を
、

キ
ャ
リ
ア
早
期
か
ら
組
織
内
部
で
育
成
し
習
得
さ
せ
る
。
中
途
採
用
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者
は
、
政
府
部
門
で
は
習
得
で
き
な
い
、
希
少
な
知
識
・
技
能
を
有

し
て
い
る
反
面
、
政
府
部
門
特
有
の
知
識
・
技
能
に
は
欠
け
て
お
り
、

こ
う
し
た
中
途
採
用
が
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
、
組
織
の
業
績
に
い

か
な
る
影
響
を
も
た
ら
す
か
が
本
論
文
の
問
題
関
心
で
あ
る
。
以
下
、

各
章
ご
と
の
概
要
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

　

第
1
章
で
は
、
本
論
文
の
分
析
対
象
、
先
行
研
究
に
対
す
る
本
論

文
の
位
置
付
け
が
議
論
さ
れ
た
上
で
、
本
論
文
全
体
の
構
成
が
説
明

さ
れ
る
。
本
論
文
は
、
行
政
学
に
お
け
る
二
つ
の
学
問
領
域
に
位
置

付
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
、
ポ
ス
ト
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
議
論
を
中
心

と
し
た
行
政
改
革
研
究
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
新
公
共
管

理
法
（N

ew
�Public�M

anagem
ent

：
Ｎ
Ｐ
Ｍ
）
と
呼
ば
れ
る
行

政
改
革
の
流
行
に
よ
り
、
公
共
部
門
に
対
し
て
、
民
間
部
門
同
様
の

生
産
性
、
業
績
志
向
の
要
求
が
強
ま
っ
て
い
る
。
伝
統
的
な
官
僚
制

は
、
政
府
内
部
で
職
員
を
育
成
す
る
閉
鎖
的
な
構
造
を
有
し
て
い
る

が
、
近
年
は
こ
う
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｍ
志
向
の
行
政
改
革
の
影
響
も
あ
り
、

ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
と
呼
ば
れ
る
、
中
途
採
用
を
可
能
と
す
る
開

放
的
な
制
度
の
導
入
が
進
ん
で
い
る
。
本
論
文
は
、
中
途
採
用
と
組

織
の
業
績
に
つ
い
て
の
実
証
分
析
を
通
じ
て
、
公
務
員
制
度
改
革
の

領
域
に
お
け
る
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
影
響
を
分
析
し
て
い
る
。
第
二
は
、
公
共

部
門
の
人
的
資
源
管
理
論
の
領
域
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
中
途
採
用

者
が
政
府
外
か
ら
持
ち
込
む
新
た
な
知
識
・
技
能
と
、
組
織
の
業
績

と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
公
共
部
門
の
人
的
資
源
管
理

論
へ
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

第
2
章
で
は
、
本
論
文
の
先
行
研
究
と
な
る
行
政
改
革
研
究
、
公

共
部
門
の
人
的
資
源
管
理
論
の
研
究
動
向
を
概
観
し
、
そ
の
課
題
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
行
政
学
の
領
域
で
は
、
公
務
員
制

度
の
モ
デ
ル
は
、
任
用
制
度
の
開
放
・
閉
鎖
を
基
準
と
し
て
二
つ
に

整
理
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
の
研
究
で
は
、
先
進
諸
国
の
公

務
員
制
度
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、

中
途
採
用
を
可
能
と
す
る
開
放
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
に
お
い

て
は
、
制
度
外
形
は
中
途
採
用
が
可
能
で
あ
り
な
が
ら
も
、
内
部
出

身
者
を
任
用
す
る
例
や
、
民
間
部
門
で
は
な
く
公
共
部
門
か
ら
の
中

途
採
用
を
行
う
例
も
多
く
観
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
近
年
に
お

け
る
公
務
員
制
度
の
運
用
実
態
に
関
す
る
実
証
研
究
の
蓄
積
は
、
必

ず
し
も
計
量
的
手
法
に
よ
る
研
究
に
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
先
行
研

究
に
お
け
る
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
既
存
の
研
究
で
は
、
公
務
員
制

度
を
測
定
す
る
変
数
が
現
実
の
運
用
実
態
を
適
切
に
反
映
し
て
お
ら

ず
、
新
た
な
モ
デ
ル
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
詳

細
な
先
行
研
究
の
検
討
は
、
第
11
章
で
補
論
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

　

第
3
章
で
は
、
第
2
章
で
提
起
さ
れ
た
課
題
を
踏
ま
え
、
従
来
単

一
の
モ
デ
ル
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
、
開
放
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
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ス
テ
ム
の
公
務
員
制
度
に
お
け
る
運
用
パ
タ
ー
ン
を
測
定
す
る
た
め

の
下
位
類
型
を
提
示
し
て
い
る
。
労
働
経
済
学
・
経
営
学
に
お
け
る

知
識
・
技
能
概
念
を
援
用
し
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
公
務
員
制

度
が
、
い
か
な
る
場
合
に
政
府
外
か
ら
中
途
採
用
を
行
う
の
か
に
つ

い
て
、
理
論
の
精
緻
化
を
試
み
て
い
る
。
な
ぜ
特
殊
的
な
仕
事
の
多

い
政
府
部
門
に
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
国
々
が
政
府
外
か
ら
中

途
採
用
を
行
う
の
か
に
つ
い
て
、
本
論
文
は
、
知
識
・
技
能
の
観
点

か
ら
、
四
つ
の
運
用
パ
タ
ー
ン
を
提
示
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
型
、

Ｎ
Ｐ
Ｍ
型
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
、
専
門
職
型
の
四
つ
の
運
用
パ
タ
ー

ン
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
運
用
パ
タ
ー
ン
が
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス

テ
ム
の
下
位
類
型
と
し
て
提
示
さ
れ
、
同
シ
ス
テ
ム
の
多
様
な
運
用

実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
分
析
視
角
と
さ
れ
て
い
る
。

　

第
4
章
と
第
5
章
で
は
韓
国
と
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
分
析
を
行
っ
て

い
る
。
第
3
章
で
提
示
さ
れ
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
下
位
類
型

を
活
用
し
て
、
韓
国
と
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
同
シ
ス
テ
ム
の
運
用
実

態
を
分
析
し
て
い
る
。

　

第
4
章
で
は
、
韓
国
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
運
用
実
態
の
分

析
を
行
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
韓
国
の
中
央
政
府
に
お
い
て
、

政
府
内
外
へ
の
公
募
を
通
じ
て
任
用
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
上
級

公
務
員
（
高
位
公
務
員
団
）
の
職
位
を
対
象
に
、
独
自
の
職
歴
調
査

を
実
施
し
て
い
る
。
調
査
の
結
果
、
韓
国
は
中
途
採
用
を
可
能
と
す

る
制
度
を
導
入
し
て
い
る
が
、
政
府
外
か
ら
の
中
途
採
用
者
は
上
級

公
務
員
の
約
1
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
と
く
に
政
策
形
成
を
担
う
ラ
イ
ン
部
門
の
職
位
は
、
キ
ャ

リ
ア
早
期
か
ら
政
府
内
で
育
成
さ
れ
た
人
物
が
任
用
さ
れ
て
お
り
、

制
度
外
形
は
開
放
的
な
が
ら
も
、
日
本
の
よ
う
な
閉
鎖
的
な
官
僚
制

と
運
用
実
態
の
面
で
は
ほ
と
ん
ど
差
異
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
中
途
採
用
者
が
任
用
さ
れ
る
の
は
、
政
策
実
施
を
担
う

省
外
の
組
織
や
、
広
報
な
ど
の
ス
タ
ッ
フ
部
門
の
職
位
で
あ
っ
た
。

　

第
5
章
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
級
公
務
員
に
お
け
る
、
中
途
採
用

の
運
用
実
態
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
も
、
韓

国
と
同
様
に
上
級
公
務
員
の
職
歴
調
査
を
実
施
し
、
ど
の
よ
う
な
職

歴
の
人
物
が
任
用
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ

ス
の
場
合
は
、
政
策
形
成
、
政
策
実
施
、
ス
タ
ッ
フ
部
門
の
職
位
ご

と
に
、
中
途
採
用
者
の
職
歴
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
政
策
形
成
の
職
位
で
は
、
韓
国
同
様
に
政
府
内
部
で
育

成
さ
れ
た
人
物
が
任
用
者
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
が
、
政
府
外
の

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
の
中
途
採
用
者
も
一
定
程
度
存
在
し
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
運
用
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
政
策
実
施
を
担

う
職
位
や
ス
タ
ッ
フ
部
門
の
職
位
で
は
、
民
間
部
門
か
ら
の
任
用
や
、

人
事
、
Ｉ
Ｔ
な
ど
特
定
の
職
種
の
専
門
家
の
中
途
採
用
が
一
定
程
度

存
在
し
て
い
た
。
韓
国
、
イ
ギ
リ
ス
の
比
較
分
析
か
ら
、
同
じ
ポ
ジ
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シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
公
務
員
制
度
で
も
、
国
、
組
織
、
職
務
内
容
に

よ
っ
て
運
用
パ
タ
ー
ン
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、

計
量
的
手
法
を
用
い
た
分
析
に
お
い
て
は
、
中
途
採
用
の
運
用
実
態

を
踏
ま
え
た
測
定
、
操
作
化
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

以
下
、
第
6
章
か
ら
第
9
章
の
、
事
例
分
析
お
よ
び
計
量
分
析
は
、

イ
ギ
リ
ス
を
対
象
に
し
た
分
析
で
あ
る
。
韓
国
は
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス

テ
ム
の
公
務
員
制
度
を
と
り
つ
つ
も
、
実
質
的
に
は
、
日
本
と
同
様

の
閉
鎖
的
な
運
用
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
制
度
外
形
の
み
な
ら
ず
、

実
運
用
面
で
も
中
途
採
用
の
多
様
な
運
用
実
績
が
存
在
す
る
イ
ギ
リ

ス
が
分
析
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
6
章
と
第
7
章
で
は
、
政
府
外
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
中

途
採
用
を
行
う
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
事
例
分
析
を
実
施
し
て
い
る
。

第
6
章
で
は
、
民
間
部
門
か
ら
貿
易
産
業
省
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
局

長
へ
中
途
採
用
さ
れ
た
人
物
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
事

例
で
は
、
製
造
業
に
お
い
て
企
業
の
技
術
戦
略
を
立
案
す
る
職
業
経

験
が
評
価
さ
れ
、
企
業
向
け
の
技
術
開
発
補
助
金
の
配
分
戦
略
を
策

定
す
る
職
位
へ
と
中
途
採
用
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

第
7
章
で
は
、
非
営
利
団
体
で
あ
る
住
宅
協
会
か
ら
、
副
首
相
府

の
公
営
住
宅
担
当
局
長
に
中
途
採
用
さ
れ
た
人
物
の
事
例
を
取
り
上

げ
て
い
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
公
営
住
宅
の
供
給
を
担
う
住
宅
協
会

で
の
経
験
が
評
価
さ
れ
、
住
宅
供
給
政
策
を
担
う
職
位
へ
の
中
途
採

用
が
行
わ
れ
て
い
た
。
双
方
の
事
例
と
も
、
任
用
先
の
職
位
と
同
一

の
政
策
領
域
に
お
け
る
、
政
府
外
で
の
経
験
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
第
6
章
と
第
7
章
の
分
析
に
よ
り
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
類
型
が
、
理
論
上
だ
け
で
な
く
現
実
の
運
用
と

し
て
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

第
8
章
と
第
9
章
で
は
、
先
行
研
究
の
計
量
分
析
に
お
い
て
不
十

分
で
あ
っ
た
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
運
用
実
態
を
反
映
し
た
、

公
務
員
の
職
歴
と
組
織
の
業
績
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
計
量
分
析
を

実
施
し
て
い
る
。

　

第
8
章
で
は
、
中
央
政
府
各
省
の
政
策
形
成
を
担
う
職
位
を
対
象

に
分
析
を
実
施
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
各
省
の
ラ
イ
ン
部
門
に

お
け
る
局
長
と
課
長
の
職
歴
を
調
査
し
、
組
織
目
標
の
達
成
／
未
達

成
と
の
関
係
を
計
量
的
に
分
析
し
て
い
る
。
分
析
の
結
果
、
組
織
内

の
、
各
省
公
務
員
の
経
験
者
、
民
間
部
門
の
経
験
者
の
割
合
が
高
い

ほ
ど
、
組
織
目
標
を
達
成
す
る
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。

　

第
9
章
で
は
、
中
央
政
府
の
政
策
実
施
を
担
う
、
執
行
エ
ー
ジ
ェ

ン
シ
ー
の
長
官
職
を
対
象
に
分
析
を
実
施
し
て
い
る
。
各
執
行
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
長
官
の
職
歴
を
調
査
し
、
組
織
目
標
の
達
成
／
未
達
成

と
の
関
係
を
計
量
的
に
分
析
し
て
い
る
。
分
析
の
結
果
、
民
間
部
門

の
経
験
が
あ
る
長
官
は
、
コ
ス
ト
効
率
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
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可
能
性
を
高
め
る
反
面
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
な
ど
の
目
標
に
つ
い
て
は
、

目
標
を
達
成
す
る
可
能
性
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

民
間
部
門
の
経
験
は
、
政
策
実
施
部
門
で
は
コ
ス
ト
効
率
の
目
標
を

除
き
、
第
8
章
の
分
析
結
果
と
は
逆
の
結
果
と
な
っ
た
。
政
策
形
成

部
門
の
局
長
と
課
長
は
、
単
に
政
策
結
果
の
目
標
だ
け
を
課
さ
れ
て

い
る
が
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
長
官
は
、
政
策
の
結
果
だ
け
で
な
く
、

費
用
の
効
率
性
に
関
す
る
目
標
も
担
う
制
度
の
下
に
活
動
し
て
お
り
、

結
果
の
差
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
民
間
部
門
の
経
験
者
は
、

相
反
す
る
目
標
を
課
さ
れ
た
場
合
に
、
コ
ス
ト
効
率
の
目
標
達
成
を

優
先
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
ま
た
、
政
府
内
で
の
経
験
や
、

任
用
先
の
職
位
と
同
一
の
政
策
領
域
で
の
経
験
は
、
組
織
目
標
を
達

成
す
る
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

終
章
で
あ
る
第
10
章
で
は
、
本
論
文
の
分
析
結
果
を
踏
ま
え
た
上

で
、
日
本
、
韓
国
、
イ
ギ
リ
ス
の
比
較
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
三
国

の
比
較
の
結
果
、
日
本
、
韓
国
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
開
放
の
程
度
は
異

な
る
も
の
の
、
政
策
形
成
の
職
位
で
は
政
府
内
出
身
者
を
重
視
す
る

点
、
ス
タ
ッ
フ
部
門
の
専
門
職
に
お
い
て
、
多
く
の
中
途
採
用
を
活

用
し
て
い
る
点
で
、
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
こ
れ
ま
で
制
度
外
形
を
中
心
に
議

論
・
分
析
さ
れ
て
き
た
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
公
務
員
制
度
に

お
け
る
中
途
採
用
に
つ
い
て
、
運
用
実
態
の
現
実
に
即
し
た
分
析
を

行
っ
て
き
た
。
本
論
文
の
知
見
は
、
公
務
員
の
知
識
・
技
能
と
組
織

の
業
績
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
的
貢
献
と
と
も
に
、
新
た
な
下

位
類
型
の
提
示
に
よ
り
、
今
後
の
実
証
分
析
に
お
け
る
分
析
視
角
を

提
供
し
て
い
る
。

本
論
文
の
評
価

　

本
論
文
は
、
主
に
イ
ギ
リ
ス
と
韓
国
と
い
っ
た
、
従
来
は
閉
鎖
的

任
用
制
度
（
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
）
を
採
っ
て
い
た
が
、
近
年
は
開

放
的
任
用
制
度
（
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
）
に
転
換
す
る
よ
う
に

な
っ
た
諸
国
に
お
い
て
、
中
途
採
用
公
務
員
の
任
用
実
態
を
分
析
す

る
こ
と
で
、
公
務
員
の
知
識
・
技
能
と
組
織
の
業
績
と
の
関
係
を
明

ら
か
に
し
た
労
作
で
あ
る
。
本
論
文
の
学
術
的
な
意
義
は
次
の
四
点

に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

第
一
は
、
公
務
員
の
制
度
類
型
の
理
解
の
仕
方
に
、
運
用
実
態
の

多
様
性
と
い
う
視
点
か
ら
修
正
を
迫
っ
た
点
で
あ
る
。
従
来
の
公
務

員
制
度
の
類
型
は
、
任
用
が
閉
鎖
的
で
あ
る
か
開
放
的
で
あ
る
か
に

よ
っ
て
、
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
と
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
二
つ
に

二
項
対
立
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
任
用
制
度
に
は
閉
鎖

（
0
）
か
開
放
（
1
）
か
の
二
値
し
か
な
く
、
そ
の
間
の
値
は
と
ら

な
い
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。

　

だ
が
、
小
田
君
は
、
た
と
え
任
用
制
度
が
開
放
的
に
改
革
さ
れ
て
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公
募
に
よ
る
中
途
採
用
の
道
が
開
か
れ
た
と
し
て
も
、
韓
国
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
内
部
出
身
者
が
多

く
任
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
制
度
外
形
上
は
開
放
的
に
変
わ
っ
て

も
実
質
的
に
は
従
来
の
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
小
田
君
は
、
民
間
の
経
営
手
法
を

政
府
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
新
公
共
管
理
法
（
Ｎ
Ｐ
Ｍ
）
の
よ
う
な

新
し
い
行
政
改
革
の
考
え
方
に
強
い
影
響
を
受
け
た
イ
ギ
リ
ス
の
ポ

ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
も
、
中
途
採
用
が
民
間
だ
け
で
な
く

公
共
部
門
か
ら
も
広
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
同

シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
任
用
の
多
様
性
を
示
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　

第
二
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
中
途
採
用
の
多
様
性

を
説
明
す
る
た
め
に
四
つ
の
下
位
類
型
を
提
示
し
、
組
織
の
業
績
と

の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
小
田
君
は
、
労
働

経
済
学
や
経
営
学
に
お
け
る
知
識
・
技
能
の
概
念
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
型
、
専
門
職
型
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
型

の
四
つ
の
下
位
類
型
を
提
示
し
た
。

　

す
な
わ
ち
、
当
該
職
種
特
有
の
「
技
能
」
や
、
政
府
内
で
習
得
可

能
な
「
知
識
」
が
必
要
な
場
合
、
ラ
イ
ン
部
門
に
は
内
部
か
ら
任
用

す
る
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
型
の
従
来
的
任
用
が
行
わ
れ
や
す
い
。
ま

た
、
特
殊
技
能
を
必
要
と
す
る
ス
タ
ッ
フ
部
門
に
は
、
政
府
内
外
か

ら
当
該
職
種
の
専
門
家
を
任
用
す
る
専
門
職
型
の
任
用
が
行
わ
れ
や

す
く
な
る
。
さ
ら
に
、
政
府
外
で
し
か
習
得
で
き
な
い
「
知
識
」
が

必
要
な
場
合
に
は
、
利
害
関
係
者
（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
）
か
ら
中

途
採
用
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
任
用
が
行
わ
れ
や
す
く
、
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
な
ど
民
間
部
門
の
「
技
能
」
が
必
要
な
場
合
に
は
、
民
間
部
門

か
ら
中
途
採
用
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｍ
型
任
用
が
行
わ
れ
や
す
い
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
類
型
は
、
行
政
学
に
お
け
る
行
政
改
革
の
理
論
と
整
合

的
で
あ
り
、
妥
当
な
類
型
と
い
え
る
。
と
く
に
、
各
類
型
に
お
け
る

中
途
採
用
者
に
期
待
さ
れ
る
知
識
・
技
能
と
組
織
業
績
の
関
係
ま
で

視
野
に
入
れ
て
分
析
し
て
い
る
点
に
は
、
か
つ
て
一
流
民
間
企
業
の

生
産
管
理
部
で
勤
務
し
た
経
験
も
あ
る
小
田
君
な
ら
で
は
の
独
創
性

が
発
揮
さ
れ
て
お
り
、
公
共
部
門
に
お
け
る
人
的
資
源
管
理
論
に
新

た
な
知
見
を
加
え
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　

第
三
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
韓
国
の
上
級
公
務
員
に
お
け
る
中
途
採
用

の
運
用
実
態
を
詳
細
に
調
査
分
析
し
た
点
で
あ
る
。
小
田
君
は
、
英

語
と
ハ
ン
グ
ル
の
語
学
力
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ア
ー
カ
イ
ブ

や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
ペ
ー
ジ
を
見
つ
け
出
す
Ｉ
Ｔ
力
を
駆
使
し
て
、

両
国
に
お
け
る
三
〇
〇
名
を
超
え
る
中
途
採
用
者
一
人
ひ
と
り
の
職

歴
情
報
を
収
集
し
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
民
間
と
公
共
部

門
か
ら
の
二
人
の
中
途
採
用
者
の
事
例
研
究
に
お
い
て
は
、
政
府
の

年
次
報
告
書
や
英
国
版
の
「
政
官
要
覧
」、
業
界
紙
や
新
聞
記
事
等

を
参
照
し
て
お
り
、
日
本
と
は
異
な
り
頻
繁
に
行
わ
れ
る
組
織
変
更
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と
の
関
係
ま
で
分
析
し
て
い
る
。
個
人
情
報
で
も
あ
る
職
歴
情
報
に

対
し
て
、
公
開
さ
れ
て
い
る
情
報
だ
け
か
ら
で
も
こ
れ
だ
け
接
近
で

き
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
は
特
筆
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

第
四
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
央
政
府
各
省
と
執
行
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

に
お
け
る
中
途
採
用
者
と
組
織
業
績
と
の
関
係
に
つ
い
て
計
量
分
析

を
行
っ
た
点
で
あ
る
。
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
と
組
織
の
業
績
と
の

関
係
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に

基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
り
、
国
レ
ベ
ル
の
分
析
に
留
ま
る
も
の
で

あ
っ
た
り
し
た
。
だ
が
、
小
田
君
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
央
政
府
各
省

に
お
い
て
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
合
意
（Public�Service�

A
greem

ents

：
Ｐ
Ｓ
Ａ
ｓ
）
の
組
織
目
標
を
従
属
変
数
に
、
各
省

の
ラ
イ
ン
部
門
で
政
策
形
成
を
担
う
各
局
の
局
長
と
課
長
の
職
歴
を

独
立
変
数
と
し
て
、
ま
た
、
執
行
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
に
お
い
て
は
、

各
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
個
別
目
標
を
従
属
変
数
、
執
行
エ
ー
ジ
ェ
ン

シ
ー
の
長
の
職
歴
を
独
立
変
数
と
し
て
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、

前
述
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
型
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
型
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
、
専
門

職
型
の
四
類
型
に
沿
っ
た
形
で
分
析
し
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
に

お
け
る
中
途
採
用
の
多
様
性
に
つ
い
て
、
計
量
分
析
で
も
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
本
論
文
に
課
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

第
一
は
、
一
般
化
と
多
様
性
の
要
因
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
小
田

君
は
、
韓
国
と
イ
ギ
リ
ス
の
二
国
に
お
け
る
中
途
採
用
公
務
員
の
任

用
を
分
析
す
る
こ
と
で
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
中
途
任
用

の
多
様
性
を
導
い
て
い
る
が
、
こ
の
二
国
だ
け
で
一
般
化
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
中
途
任
用
の
多
様
性
が
な
ぜ
国
ご
と
に
異
な
る
の

か
。
さ
ら
な
る
考
察
が
望
ま
れ
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
開
放
型

任
用
制
の
典
型
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
事
例
は
、
政
治
的

任
用
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
も
の
の
、
比
較
の
観
点
か
ら
は
興

味
深
い
。
た
だ
し
、
小
田
君
の
問
題
関
心
は
、
当
初
は
閉
鎖
的
だ
っ

た
が
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
影
響
を
受
け
て
開
放
的
な
制
度
を
導
入
し
て
変
化
し

た
イ
ギ
リ
ス
と
、
同
じ
く
開
放
的
な
制
度
を
導
入
し
た
も
の
の
実
態

と
し
て
は
未
だ
に
閉
鎖
的
な
韓
国
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

閉
鎖
的
な
任
用
制
の
ま
ま
で
あ
る
日
本
を
考
察
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
事
例
研
究
は
彼
の
将
来
の
研
究
課
題

と
い
え
よ
う
。

　

第
二
は
、
そ
の
日
本
の
位
置
づ
け
の
問
題
で
あ
る
。
小
田
君
は
、

終
章
で
日
本
の
中
途
採
用
の
実
態
に
つ
い
て
簡
単
な
分
析
を
行
っ
て

い
る
が
、
近
年
に
お
け
る
国
家
公
務
員
経
験
者
採
用
試
験
等
の
拡
大

や
、
い
わ
ゆ
る
非
正
規
公
務
員
の
増
大
な
ど
の
新
た
な
展
開
も
踏
ま

え
る
と
や
や
不
十
分
な
印
象
を
受
け
る
。
従
来
型
の
閉
鎖
的
な
キ
ャ

リ
ア
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
も
、
中
途
採
用
を
拡
大
し
た
り
非
正
規
公

務
員
を
増
や
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
開
放
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
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ム
に
お
け
る
任
用
と
実
質
的
な
差
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
日
本
の
任
用

制
の
変
化
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
分
析
を
深
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

第
三
は
、
中
途
採
用
者
の
公
開
さ
れ
た
職
歴
情
報
か
ら
は
、
あ
る

程
度
の
こ
と
は
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
の
職
歴
情
報
が
、
組

織
目
標
の
達
成
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
公
開
さ
れ
た
情
報
だ
け
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い
部
分
も

あ
る
点
で
あ
る
。
同
時
代
の
者
の
分
析
に
当
た
っ
て
は
、
公
開
さ
れ

た
情
報
だ
け
で
な
く
、
本
人
を
含
む
関
係
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る

な
ど
し
て
隠
れ
て
い
る
微
妙
な
情
報
も
得
ら
れ
れ
ば
、
さ
ら
に
分
析

に
深
み
が
出
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

結
論

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
は
、
い
ず
れ
も
本
学
位
請
求
論
文
に
お
け

る
問
題
点
と
い
う
よ
り
は
、
小
田
君
が
今
後
、
生
涯
を
か
け
て
行
う

研
究
に
お
け
る
課
題
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
本
論
文
の
価
値

を
い
さ
さ
か
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
審
査
員
一
同
は
、
本
論
文
が
博
士
（
法
学
）（
慶
應

義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
の
に
十
分
値
す
る
も
の
と
判
断
し
、

そ
の
旨
を
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。

平
成
二
八
年
六
月
一
〇
日

主
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

大
山　

耕
輔

法
学
研
究
科
委
員
・
博
士（
法
学
）　　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

小
林　

良
彰

法
学
研
究
科
委
員
・
法
学
博
士　
　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

片
山　

善
博

法

学

研

究

科

委

員　
　
　
　
　
　


